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広報あぐい　2020.6.1

青少年健全育成地区推進員の皆さんです（敬称略）青少年健全育成地区推進員の皆さんです（敬称略）
　青少年健全育成地区推進員は、
各地区から推薦された皆さんで、各
地区の青少年を育てる会、子ども
会などと連携し、地域における青少
年の健全な育成に努めています。
　推進員相互の連絡、情報交換や
町との連携を図るため、連絡協議
会を置いています。非行防止啓発
活動や広報パトロール活動、環境
美化運動などの町全体の事業にも
熱意を持って取り組み、青少年の健
全育成に理解を深めてもらえるよ
うに活動しています。
※　新型コロナウイルス感染症対

策のため、今年度に予定している
事業などを変更・延期・中止する
ことがあります。

■問い合わせ先　社会教育課社会教育係　（48）1111（内1229）
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 ・　受給者や児童が阿久比町から転出するとき 
 ・　受給者や児童の住所が変わったとき 
 ・　受給者や児童の氏名が変わったとき 
 ・　振込指定口座を解約、変更するとき（受給者

名義の金融機関にのみ変更可能）
 ・　振込指定金融機関や支店が統廃合などによ

り変更になったとき 
 ・　新たに児童を養育することとなったとき、児

童を養育しなくなったとき
 ・　児童が児童福祉施設などに入所したとき、退

所したとき 
 ・　未成年後見人に選任されたとき、解任され

たとき 
 ・　公務員になったとき（派遣先から帰任したと

きを含む）、公務員でなくなったとき 
 ・　配偶者が公務員であり、配偶者の所属庁で

児童手当を受給するとき 
 ・　児童の父母のうちで主たる生計維持者が変

更となったとき 
 ・　そのほか家庭状況に変更があったとき

■各種届け出のお願い
　手当などを受給されている方は、次の場合には、必ず届け出をしてください。必要な届け出は、事由発生日
の翌日から数えて原則15日以内にしてください。届け出がないと、手当などを受給できない月が発生したり、
支給した手当などを返還していただくことがあります。

■現況届
　手当などの制度上の年度は、毎年6月から翌年の5月までです。手当などの受給者は、6月に年度更新
のための「現況届」を提出してください。（詳しくは、届出用紙と記入の説明書を送付しますので、参照し
てください）
　現況届の提出で、新年度も継続して手当を受給できるかどうかの審査が可能になります。現況届を提
出されない場合は、6月分以降の手当などを支給できません。

■問い合わせ先　子育て支援課子育て支援係　（４８）１１１１（内１１24）

児童手当が給付される方を対象に、対象児童１人につき1万円支給されます。
（受給者の所得が所得制限限度額を超過した場合、支給対象とはなりません）

子育て世帯への臨時特別給付金について


